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１ 送付の方法 

１-１ 利用者ログイン（利用者登録をしない場合）

建築指導課のホームページから下の画面にアクセスできます。 

都市計画法開発許可の事前相談 

【利用者登録をしない場合】は 

こちらをクリックしてください。 

建築基準法に基づく道路相談 
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１ 送付の方法 

 １-２ 手続き説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手続き説明】が表示 

説明内容を確認してください。 

建築基準法に基づく道路相談 
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１ 送付の方法 

１-２ 手続き説明

説明及び利用規約を確認して 

同意する場合は、 

【同意する】をクリックして進んで

ください。 
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１ 送付の方法 

１-３ メールアドレスの確認

利用者登録せずに申込む場合、メール送受信

によるメールアドレスの確認が必要です。 

メールアドレスを２回入力し、「完了」ボタ

ンをクリックしてください。

建築基準法に基づく道路相談 
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１ 送付の方法 

１-３ メールアドレスの確認

前画面で入力したメールアドレスにメール

が送信されます。 

受信したメールに記載されているＵＲＬに

アクセスしてください。

建築基準法に基づく道路相談 
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１ 送付の方法 

1-４ 内容を入力

メールに記載されている URL にアクセスすると、下の画面が表示されます。

【相談者氏名又は設計者

氏名】 

今回相談の担当者氏名を

入力してください。 
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【相談者・設計者の電話番号】 

各土木事務所からのご連絡は、

原則電話により行いますので、

連絡のつく電話番号を半角で入

力をしてください。 
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【必須】 

必ず入力してください。 

入力しない場合は、 

エラーになります。

【道路の相談をする市町村】 

今回相談を行う道が存する 

市町村を選択してください。 

選択肢にない市町村は、この電子

申請では申請できません。 

【現在の判定状況】 

必ず e-かなマップで調べてから

入力してください。 

入力しない場合は、申請できま

せん。 

【相談内容】 

必ず入力してください。 

その他の場合は内容を具体的に

記載してください。 



 9 / 12 

【道路の所有・管理区分】 

公道の路線名は所管の道路部局に確認し

てください。 

複数選択は可です。該当する箇所はすべ

て選択してください。 

公道を選択した場合、のちの書類添付で 

「道路査定図」「道路区域図」等が必要に

なります。 
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【添付資料（その他）】 

事前相談に必要な資料は所管する

各土木事務所にご確認ください。 

【添付資料】 

事前相談様式以外の添付資料

は、PDF 形式にしてください。 

資料は、ログイン前にご用意し

てください。 

基本的にはすべての書類を必ず

添付してください。（担当から求

める場合があります。） 
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１ 送付の方法 

1-５ 申込確認

【申込確認】が表示 

申込内容を確認してください。 

申込内容を確認したら 

【申込む】を 

クリックしてください。
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１ 送付の方法 

1-５ 申込完了 

 

○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○ 

申込が完了すると 

最初に入力したメールアドレスに、

【e-kanagawa 電子申請】申込完

了通知のメールが届きます。 

発行される整理番号とパスワード

は、資料追加等を行う場合に、必要

となります。 

※整理番号とパスワードは、メール

でも送信されます。 

建築基準法に基づく道路相談の手続きの申込を受付しました。 




